
▷ 制度を利用するには申請して承認される必要があります。申請は毎年必要で、令和８年度分の申請は７
月から受け付けています。なお、申請は過去２年１カ月分までさかのぼって行えます

▷ 保険料が免除や猶予になった期間は、年金受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額は減額され
ます。10年以内であれば、追納で年金額を増やすことができます

▷ 未納のままにしておくと、障がいや死亡などの不慮の事故が発生した際、障害基礎年金・遺族基礎年金
や、将来の老齢基礎年金を受けられない場合があります

納付 全額免除 一部免除 納付猶予
学生納付特例 未納

老
齢
基
礎
年
金

受給資格期間への算入 ○ ○ ○ ○ ×

年金額への反映 ○
△

（一部）
△

（一部）
× ×

障害・遺族基礎年金の
納付要件期間への算入

○ ○ ○ ○ ×

　国民年金の第１号被保険者（毎月の保険料を納める人）で、経済的な理由で保険料を納めることが
困難な場合に、一定の基準により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

保険料免除制度
対象　本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の人
免除額　 所得に応じ、保険料の全額・４分の３・半額・４分の１が免除（ただし、一部免除を受けた

場合、免除された残りの保険料を納付しないと未納と同じ扱い）

保険料納付猶予制度
対象　本人・配偶者の前年所得が一定の基準以下の50歳未満の人
猶予額　保険料の全額

学生納付特例制度
対象　本人の前年所得が一定の基準以下の学生
猶予額　保険料の全額

失業による免除・猶予
　失業したときは所得があっても、雇用保険受給資格者証（写し）などの書類を添付し申請すれば免
除または猶予になる場合があります。
免除・猶予額　保険料の全額・４分の３・半額・４分の１の免除または納付の全額猶予

共通事項
持ってくる物　本人確認書類（学生納付特例の場合は学生証など）
申請窓口　日本年金機構高崎年金事務所・保険年金課・鬼石振興課
問い合わせ　 ねんきんダイヤル（☎0570・05・1165）・保険年金課（☎402259）・鬼石振興課（☎52

3111）

国民年金の保険料の免除・猶予について国民年金の保険料の免除・猶予について
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参
加
料　
無
料

持
っ
て
く
る
物　
虫
取
り
網
・
軍

手
・
帽
子
・
水
筒

そ
の
他　
各
自
で
熱
中
症
対
策
を

し
て
く
だ
さ
い

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
７
月

８
日
㈬
〜
21
日
㈫
に
ふ
じ
お
か
電

子
申
請
受
付
シ
ス
テ
ム

か
ら
申
し
込
み
ま
た
は

電
話
で
環
境
課（
☎
40

２
２
６
４
）へ

　
市
が
目
指
す
姿
と
そ
の
実
現
に

向
け
た
取
り
組
み
を
示
す「
第
６

次
藤
岡
市
総
合
計
画
」の
策
定
に

向
け
、
皆
さ
ん
の
思
い
や
意
見
を

計
画
へ
反
映
さ
せ
る
た
め
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。
理

想
の
暮
ら
し
や
普
段
感
じ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
自
由
な
意
見
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

日
時　
①
８
月
１
日
㈯
②
９
月
５

日
㈯
③
10
月
３
日
㈯
午
前
10
時
〜

正
午

会
場　
複
合
施
設
ふ
じ
ま
る

内
容　
①
私
た
ち
が
描
く
未
来
の

藤
岡
市（
ま
ち
づ
く
り
全
般
）②

子
ど
も
と
暮
ら
し
た
い
ま
ち
へ
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
し
よ
う（
子
育
て
・
教

育
）③
笑
顔
で
地
域
を
つ
な
ぐ
共

助
の
ま
ち
づ
く
り
と
は（
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

対
象　
①
市
内
在
住
・
在
学
の
中

　
特
定
外
来
生
物
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ

カ
ミ
キ
リ
の
捕
獲
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
ま
す
。

日
時　
７
月
25
日
㈯
午
前
８
時
30

分
受
け
付
け
、午
前
９
時
開
始（
荒

天
中
止
）

会
場　
ふ
じ
の
咲
く
丘
・
み
か
ぼ

み
ら
い
館

内
容　
捕
獲
し
た
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ

カ
ミ
キ
リ
の
数
を
競
い
ま
す
。
捕

獲
数
上
位
者
に
は
賞
品
を
差
し
上

げ
ま
す

対
象　
市
内
在
住
の
小
学
生
以
下

の
子
ど
も
と
そ
の
保
護
者

定
員　
20
組（
先
着
順
）

　
ま
ち
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
「
未
来
の
藤
岡
」を
一
緒
に
考
え
る
参
加
者
募
集

学
１
年
〜
高
校
３
年
生
②
市
内
在

住
で
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
を
育

て
て
い
る
人
③
市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
で
18
歳
以
上
の
人

定
員　
各
回
15
人
程
度（
応
募
多

数
の
場
合
は
、応
募
動
機
・
地
域
・

年
齢
な
ど
を
考
慮
し
決
定
し
ま
す
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
①
７

月
17
日
㈮
②
８
月
21
日
㈮
③
９
月

15
日
㈫
ま
で
に
ふ
じ
お
か
電
子
申

請
受
付
シ
ス
テ
ム
か
ら

申
し
込
み
ま
た
は
電
話

で
企
画
課（
☎
40
２
４

２
４
）へ

　
介
護
保
険
施
設
や
短
期
入
所
を

利
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
施
設
で
か
か
る
居
住
費
や
食

費
を
収
入
に
応
じ
て
軽
減
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を
利

用
す
る
に
は
申
請
を
し
て「
介
護

保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」の
交

付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象　
下
表
の
収
入
状
況
の
要
件
・

預
貯
金
な
ど
の
資
産
要
件
に
当
て

は
ま
る
人

※
対
象
外
の
場
合
で
も
高
齢
者
夫

婦
世
帯
・
親
子
世
帯
な
ど
は
特
例

減
額
措
置
の
対
象
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す

持
っ
て
く
る
物　
▽
申
請
書
▽
本

人
お
よ
び
配
偶
者
の
印
鑑（
ス
タ

ン
プ
印
不
可
）▽
本
人
お
よ
び
配

偶
者
の
預
貯
金
通
帳
な
ど
の
写
し

※
申
請
書
は
介
護
保
険
課
・
介
護

保
険
施
設
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

あ
り
ま
す

  

認
定
証
の
更
新  

　
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
認
定
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈮
で
す
。

８
月
以
降
も
必
要
な
人
は
８
月
31

日
㈪
ま
で
に
更
新
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
介
護
保
険

課（
☎
40
２
２
９
２
）へ

利用者負担段階 収入状況の要件 預貯金などの資産要件

第１段階 ・生活保護を受けている人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人

単身…1,000万円以下
夫婦…2,000万円以下

第２段階 住
民
税
非
課
税
世
帯

合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の
合計が年間82万6,500円以下の人

単身…　650万円以下
夫婦…1,650万円以下

第３段階① 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の
合計が年間82万6,500円を超え、120万円以下の人

単身…　550万円以下
夫婦…1,550万円以下

第３段階② 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の
合計が年間120万円を超える人

単身…　500万円以下
夫婦…1,500万円以下

   

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
申
請・更
新

※世帯には世帯分離をしている配偶者を含みます

　
サ
ク
ラ
を
守
れ
！　
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
捕
獲
大
作
戦
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